
 
 

 

 

 

 

 

第８章 維持管理  
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１ 維持管理の重要性 

 

 給 水 装 置 の 維 持 管 理 は 、 配 水 管 か ら 給 水 栓 へ 清 潔 な 水 を 供 給 す る た め 、 非 常 に

重 要 で あ る 。 そ の 維 持 管 理 の 責 任 は 、 給 水 装 置 の 所 有 者 及 び 使 用 者 に あ り 、 少 し

の 異 常 が 重 大 な 事 故 に つ な が る こ と か ら 、 給 水 装 置 の 所 有 者 及 び 使 用 者 は 施 行 し

た 指 定 業 者 と 共 に 、 適 正 な 維 持 管 理 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 （ 条 例 第 21 条 ）  

 

２ 異常現象とその対応 

 

給 水 装 置 の 異 常 現 象 は 、 水 質 等 に 関 す る も の （ 色 ・ 濁 り ・ 臭 気 等 ） と 給 水 管 配

管 及 び 不 適 給 水 用 具 等 に 由 来 す る も の （ ウ ォ ー タ ー ハ ン マ ー ・ 異 常 音 等 ） に 大 別

さ れ る 。 現 象 を よ く 見 極 め て 原 因 を 究 明 し た 上 で 、 給 水 装 置 の 所 有 者 及 び 使 用 者

に 説 明 す る な ど 、 適 切 な 対 応 を 講 じ る 必 要 が あ る 。  

 

（ １ ） 水 質 の 異 常  

原 因 が 不 明 な 場 合 は 上 下 水 道 局 に 連 絡 し 、 そ の 指 示 を 受 け る こ と 。  

ア  異 常 な 臭 気  

水 道 水 は 、 消 毒 の た め 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム を 注 入 添 加 し て い る の で 消

毒 臭 （ 塩 素 臭 又 は カ ル キ 臭 ） を 感 じ る 場 合 が あ る 。 消 毒 臭 以 外 の 異 臭 を 感

じ た 場 合 に は 、 飲 用 を 控 え て 早 急 に 原 因 確 認 を 行 う 必 要 が あ る 。  

  イ  異 常 な 色 ・ 濁 り  

長 期 間 水 道 を 使 用 し な か っ た 給 水 管 内 の 水 は 滞 留 に よ り 変 色 す る 場 合 が

あ る の で 、 給 水 管 内 の 水 を 排 水 し な が ら 新 し い 水 と 入 れ 替 え る こ と 。 併 せ

て 水 が 滞 留 す る よ う な 給 水 配 管 は 行 わ な い こ と 。  

ま た 、 断 水 や 消 火 用 水 の 使 用 等 に よ り 配 水 管 内 で 濁 水 が 発 生 し た 場 合 、

給 水 管 に 誤 流 入 す る こ と が あ る た め 、 配 水 管 内 の 濁 水 が 解 消 さ れ る ま で 使

用 を 控 え 、 そ の 後 に 水 の 濁 り の 有 無 を 確 認 し て 使 用 し て い た だ く こ と 。  

  ウ  異 物 の 流 出  

水 道 工 事 後 の 水 道 使 用 時 に お い て 、 工 事 に 起 因 す る 切 り ク ズ や 土 砂 等 が

混 入 し て い る 場 合 は 、 洗 管 を 十 分 に 行 い 、 こ れ ら を 除 去 す る 。 工 事 以 外 で

異 物 等 が 確 認 さ れ た 場 合 に は 、 上 下 水 道 局 に 連 絡 す る こ と 。  

【 参 考 ： 第 9 章  水 質 管 理  2 水 質 の 異 常 】  
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（ ２ ） 出 水 不 良  

  ア  配 水 管 の 水 圧 が 低 い  

一 定 区 域 の 多 数 の 住 宅 等 に お い て 、 水 道 の 減 断 水 が 突 然 に 発 生 し て い る

場 合 は 、 配 水 管 側 の ト ラ ブ ル に よ る 水 圧 低 下 や 断 水 が 想 定 さ れ る の で 、 速

や か に 上 下 水 道 局 に 連 絡 す る こ と 。  

イ  給 水 管 の 口 径 が 小 さ い 場 合  

給 水 使 用 水 量 に 対 し て 給 水 管 の 口 径 が 小 さ い 場 合 に は 、 出 水 不 良 を 起 こ

す 恐 れ が あ る 。 こ の 場 合 は 、 給 水 管 口 径 を 適 正 な 口 径 に 増 径 改 造 す る 必 要

が あ る 。  

  ウ  管 内 に 異 物 が 付 着 す る  

    給 水 管 に 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 管 等 を 使 用 し て い る と 、 内 部 に 錆 等 が 発 生 し 給 水

管 内 部 に 付 着 し や す く 、 年 月 が 経 過 す る と と も に 実 口 径 が 小 さ く な っ て 出

水 不 良 を き た す 。 こ の 場 合 は 給 水 管 の 布 設 替 え が 必 要 で あ る 。  

  エ  量 水 器 に 異 物 が 付 着 す る  

    配 水 管 断 水 後 の 通 水 な ど に よ る 急 激 な 流 速 の 変 化 に よ り 、 配 水 管 内 の シ

ー ル コ ー ト 等 の 異 物 が 激 し く 流 動 し 、 量 水 器 の ス ト レ ー ナ ー に 付 着 す る こ

と で 出 水 不 良 に な る 場 合 が あ る 。 こ の 場 合 は ス ト レ ー ナ ー を 清 掃 す る 必 要

が あ る 。 な お 、 受 水 槽 給 水 の 場 合 、 ボ ー ル タ ッ プ に 付 着 す る こ と で 受 水 槽

へ の 給 水 が 停 止 し 、 時 間 差 で 断 水 と な る 場 合 も あ る こ と か ら 、 注 意 が 必 要

で あ る 。  

  オ  給 水 管 の 破 損  

    給 水 管 の 損 傷 、 地 下 漏 水 、 或 い は 各 種 給 水 器 具 の 故 障 等 に よ る 出 水 不 良

が 考 え ら れ る が 、 こ れ ら に 対 し て は 現 地 調 査 を 十 分 に 行 い 、 発 見 後 、 速 や

か に 修 繕 す る こ と 。  

 

（ ３ ） ウ ォ ー タ ー ハ ン マ ー （ 水 撃 作 用 ）  

  ア  給 水 装 置 で ウ ォ ー タ ー ハ ン マ ー （ 水 撃 作 用 ） が 生 じ る と 、 量 水 器 、 給 水

用 具 、 給 水 管 の 外 、 配 水 管 も 損 傷 す る お そ れ が あ る の で 、 給 水 装 置 の 構 造

は ウ ォ ー タ ー ハ ン マ ー を 起 こ さ な い 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。 特 に 給 水

管 内 に 空 気 が 混 入 し た 場 合 の 発 生 が 考 え ら れ る の で 、 給 水 管 立 ち 上 が り 部

へ 吸 排 気 弁 等 の 設 置 な ど 配 慮 す る こ と 。  
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  イ  受 水 槽 に つ い て は 、定 水 位 弁 を 使 用 す る 場 合 は ボ ー ル タ ッ プ 等 を 併 用 し 、

過 大 な 水 量 と な る 場 合 は 定 流 量 弁 を 設 置 す る 。 ま た 、 ボ ー ル タ ッ プ を 使 用

す る 場 合 は 、 破 損 防 止 の た め 防 波 板 を 設 置 す る こ と 。  

  ウ  大 口 径 量 水 器 を 使 用 す る 受 水 槽 に つ い て は 副 弁 付 定 水 位 弁 等 を 使 用 す る

こ と 。  

（ ４ ） 異 常 音  

給 水 装 置 が 異 常 音 を 発 生 す る 場 合 は 、 そ の 原 因 を 調 査 し 、 そ の 発 生 源 を 取

り 除 く 。  

ア  給 水 栓 の ケ レ ッ プ パ ッ キ ン が 摩 耗 し て い る た め 、 ケ レ ッ プ パ ッ キ ン が 振

動 し て 異 常 音 が 発 生 す る 場 合 は 、 ケ レ ッ プ パ ッ キ ン を 交 換 す る 。  

  イ  給 水 栓 の 開 閉 に よ っ て 、 立 ち 上 が り 管 等 が 振 動 し て 異 常 音 が 発 生 す る 場

合 は 、 立 ち 上 が り 管 等 を 固 定 す る な ど し て 、 管 の 振 動 を 防 止 す る 。  

  ウ  そ の 他 の 原 因 と し て ウ ォ ー タ ー ハ ン マ ー に 起 因 す る 事 が 考 え ら れ る 。  

 

３ 汚染事故原因と対策 

 

 給 水 装 置 と 配 水 管 は 連 結 構 造 と な っ て い る た め 、 給 水 装 置 の 事 故 に よ っ て 汚 染

さ れ た 水 が 配 水 管 に 逆 流 す る と 、 他 の 使 用 者 ま で 衛 生 上 の 危 害 を 及 ぼ す お そ れ が

あ る の で 、 汚 染 事 故 が 発 生 し な い よ う 適 切 な 対 策 を 講 じ る 必 要 が あ る 。  

 

（ １ ） ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン （ 誤 接 続 ）  

   ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン と は 、 当 該 給 水 装 置 以 外 の 水 管 そ の 他 の 設 備 に 直 結 さ

れ る こ と を い う 。 水 道 水 の 安 全 を 確 保 す る た め に 逆 止 弁 等 の 設 置 に よ る 接 続

で あ っ て も ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン は 絶 対 に 行 っ て は な ら な い 。  

近 年 、 多 目 的 に 水 が 使 用 さ れ る こ と に 伴 い 、 用 途 の 異 な る 管 が 給 水 管 と 近

接 配 管 さ れ 、 外 見 上 判 別 し が た い 場 合 も あ る 。 し た が っ て 、 ク ロ ス コ ネ ク シ

ョ ン を 防 止 す る た め 、 管 の 外 面 に そ の 用 途 が 識 別 で き る よ う に 標 示 す る 必 要

が あ る 。ク ロ ス コ ネ ク シ ョ ン さ れ や す い 配 管 を 例 示 す る と 次 の と お り で あ る 。 

ア  井 戸 水 、 工 業 用 水 道 、 再 生 雑 用 水  

イ  受 水 槽 以 降 の 配 管  

ウ  プ ー ル 、 浴 場 等 の 循 環 配 管  

エ  水 道 水 以 外 の ス プ リ ン ク ラ ー 配 管  
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オ  水 道 水 以 外 の 給 湯 配 管  

カ  ポ ン プ の 呼 び 水 配 管  

キ  冷 凍 、 冷 蔵 機 の 冷 却 水 配 管  

ク  空 調 機 の 冷 却 水 配 管  

ケ  そ の 他 雑 配 管  

 

（ ２ ） 逆 流  

給 水 装 置 に お い て 、 次 の よ う な 不 適 切 な 状 態 が 発 見 さ れ た 場 合 は 、 逆 サ イ

ホ ン 現 象 が 発 生 す る 場 合 が あ る の で 、 適 切 な 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

ア  給 水 栓 に ホ ー ス 類 が 取 付 け ら れ 、 ホ ー ス 類 の 端 が 汚 水 に 浸 か っ て い る 。  

イ  浴 槽 及 び 受 水 槽 へ の 給 水 で 、 十 分 な 吐 出 口 空 間 が 確 保 さ れ て い な い 。  

ウ  便 器 に 直 結 し た 洗 浄 弁 に 、 逆 流 防 止 装 置 が と り つ け ら れ て い な い 。 ま た

は 、 故 障 し て い る 。  

エ  消 火 栓 及 び 散 水 栓 が 汚 水 の 中 に 水 没 し て い る 。  

 

（ ３ ） 埋 設 管 の 汚 水 吸 引 （ エ ジ ェ ク タ ー 作 用 ）  

埋 設 管 が 外 力 に よ り 潰 れ て 小 さ な 穴 が 開 い て い る 場 合 、 給 水 時 に こ の 部 分

で の 流 速 が 大 き く な り 、 エ ジ ェ ク タ ー 作 用 に よ り 外 部 か ら 汚 水 を 吸 い 上 げ る

こ と が あ る 。ま た 、給 水 管 が 下 水 溝 の 中 等 で 欠 損 し て い る と き に 断 水 す る と 、

そ の 箇 所 か ら 汚 水 が 流 入 す る 。  

 

（ ４ ） 凍 結 事 故  

   凍 結 事 故 は 、 寒 冷 期 の 低 温 時 に 発 生 し 、 そ の 状 況 は そ の 場 所 に よ っ て 大 き

な 差 が あ る 。 こ の た め 凍 結 事 故 対 策 は 、 そ の 場 所 に 応 じ た 適 切 な 防 寒 対 策 と

埋 設 の 深 さ の 確 保 が 重 要 で あ る 。  
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４ 給水装置の維持管理 

 

（ １ ） 水 道 保 全 上 の 周 知 事 項  

給 水 装 置 の 所 有 者 及 び 使 用 者 に 対 し て 、 水 道 の 保 全 上 、 次 の 事 項 を 周 知 す

る こ と 。  

ア  給 水 装 置 の 改 造 は 、 上 下 水 道 局 の 承 認 を 得 て 施 行 す る こ と と し 、 無 断 施

行 は 行 わ な い 。  

イ  水 道 水 の 異 常 （ 濁 り ・ 異 物 ・ 臭 い ・ 味 の 異 常 ） が 認 め ら れ た と き は 、 上

下 水 道 局 へ 連 絡 す る こ と 。  

ウ  凍 結 防 止 の た め 、 露 出 管 に は 保 温 材 等 を 施 す こ と 。  

 

（ ２ ） 維 持 管 理 区 分  

   給 水 装 置 の 維 持 管 理 は 、 原 則 と し て 給 水 装 置 の 所 有 者 及 び 使 用 者 が 行 う 。

た だ し 、 次 の 事 項 に つ い て は 、 上 下 水 道 局 が 対 応 す る 。  

ア  配 水 管 の 分 岐 部 分 か ら 量 水 器 ま で の 給 水 管 の 自 然 漏 水 。  

イ  量 水 器 ボ ッ ク ス 内 の 漏 水 。  

 

（ ３ ） 量 水 器 の 亡 失 、 破 損  

  ア  量 水 器 及 び 付 属 器 具 の 弁 償 額  

量 水 器 は 貸 与 品 で あ る こ と か ら 、 亡 失 又 は 破 損 し た 場 合 は 、 次 の と お り

の 弁 済 が 必 要 と な る 。 （ 条 例 施 行 規 程 第 18 条 ）  

 

（ ア ） 量 水 器 亡 失 し た と き  

 

�量 水 器 購 入 価 格 −量 水 器 購 入 価 格 ×経 過 年 数

８
� × 150％  

    た だ し 、 経 過 年 数 が 4 年 を 超 え る も の に つ い て は 4 年 と す る 。  

（ イ ）  量 水 器 を 損 傷 し た 場 合  

量 水 器 修 理 に 要 す る 費 用 ×150％  

（ ウ ） 量 水 器 亡 失 又 は 損 傷 が 天 災 、 そ の 他 使 用 者 等 の 責 任 で な い と 市 長 が 認  

め た と き は 、 弁 償 さ せ な い こ と が で き る 。 （ 条 例 施 行 規 程 第 18 条 の 2） 

 


